第１章　登記の制度全般（登記情報のシステム）について
第１節　登記制度の存在理由
１．登記の意義
　登記とは，①国家機関たる登記官が登記所に備える公の帳簿に，②権利の得喪・変更等の所定の事項を記載すること（動詞），または③その記載そのもの（名詞）をいう。国家機関が作成し、管理するデータベースであり、民営化は予定されていない（乙号事件を除く）。
２．権利の主体と客体について
　商業登記は，権利の主体に関する登記であるのに対し，不動産登記は，権利の客体に関する登記である。個人については，戸籍制度があっての不動産登記であり，法人については，商業登記があっての不動産登記である。すなわち，不動産登記は，権利の客体について，公簿に記載する制度であるが，その名義人（権利の主体）に関し，個人の場合には戸籍（住民票）に記載のある者，法人の場合には商業登記に記載のある法人に限られるので，戸籍や商業登記制度が存在することが不動産登記制度を支えていると言える。
☆ 債権譲渡の登記について
　債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例として，法人がする金銭債権の譲渡等につき登記による対抗要件制度が，平成10年10月に施行され，東京法務局の民事行政部債権登録課において登記事務が取り扱われている。平成17年10月3日に「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律」と改題され，在庫品や仕掛品の譲渡担保にも利用できる。
· 成年後見の登記について
　従来、戸籍に記載されていた禁治産者等の制度は廃止され、平成12年４月から成年後見人制度が導入された。 東京法務局の民事行政部後見登録課が、全国の成年後見登記事務を取り扱っている。この証明書の交付請求は，取引の安全の保護と本人のプライバシー保護の調和を図る観点から，本人，その配偶者・４親等内の親族，成年後見人等に限定されており，登記簿のように、誰でもその写し（証明書）を請求できる訳ではない。
３．不動産登記制度の存在理由
　わが国の不動産登記制度は，不動産の物理的現況と権利関係を記録した一定の公簿を公開することにより，不動産取引の安全と円滑に資するための制度である。その成り立ちの違いから表示に関する登記と権利に関する登記に分かれている。
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	⇒
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　不動産に関するデータベースであるが，民間会社が作成したものではなく，国家が管理する帳簿である。所有権の帰属に関心があるのであって，その経済的価値には関心がない（売買価格は，登記事項ではない）。また，不動産の評価額や，行政規制等（国土開発・建築計画）は，対象外である。よって，1,000万円の価値しかない土地に，債権額2,000万円の抵当権を設定することも可能である（担保割れ）。あるいは、1,000万円の価値がある土地を，１円で売買した旨の契約書を添付して登記を申請しても、そのまま受理される。
４．商業登記制度の存在理由
(1) 会社の存在を証明する手段
　会社とは，人間が形作ったものであって，会社の建物は見ることができても，会社それ自体は目に見えないので，登記がなければその存在すら明らかではない。法人登記では，会社の存在を証するため，その会社の代表関係等が記録される。この法人登記には，商法・会社法に基づく商業登記簿と，その他の法令に基づく法人登記簿が存在する。法人登記簿は、一般社団法人・一般財団法人、特殊法人等（例えば独立行政法人住宅金融支援機構）、組合等登記令で定める法人（例えば農業協同組合、学校法人、監査法人）に分けられる。
(2) 印鑑証明書の発行サービス　→　電子認証
① 印鑑証明書
　個人の印鑑証明書は，市区町村長が発行するが，商人ないし会社の代表者等の印鑑証明書は，登記所が発行してくれる（商登法12条1項）。平成10年に，カード式印鑑間接証明方式が採用され，印鑑に関する事務は，すべてコンピュータ化された。かかる会社の代表印の登録は，商業登記を申請する場合に，会社代表者の本人確認のためにも役立っている。
② 電子証明書（電子認証制度）
　平成12年に電子署名及び認証業務に関する法律が制定され，個人でも，いわゆる公開鍵暗号方式を用いたデジタル署名が可能となったが，会社の代表者のための電子証明書も，平成12年10月からスタートして，平成17年３月からはすべての登記所が発行してくれる（商登法12条の2）。さらに，令和元年の会社法の改正により，紙の印鑑届出義務が廃止され（令和３年２月15日施行），代表印の届出を任意制とし，電子証明書のみを活用することも，可能となった。
第２節　不動産登記制度の変遷
１．登記制度の誕生と発展
(1) 儀式による取引の時代（銅衡式売買）
　文字が普及せず，紙のような記録媒体も少なかった時代には，取引の証拠を残すため，結婚式のような儀式を行った。たとえば，古代ローマ法の時代には，物の譲渡は，いわゆる銅衡式売買という手続を踏む必要があった。
(2) 二重証書の構造（バビロニアの箱証書 case tablet）
　貴重なデータを正副２通作成しておくという発想は，バビロニア，アッシリアの時代に箱証書として利用された。つまり，１通の泥板に文書を記載して，これを火で焼き，さらにこれを粘土の外蓋で覆い，その間に砂をつめ，その外蓋の上の中の証書と同一文書を記載して封印したものである。万一，証書の内容につき，争いが生じた場合には，外蓋を割って，中の文書と照らし合わすことができた。
(3) カルタ（carta）とノティティア（notitia）の制度
　中世キリスト教の時代には，土地の譲渡につき，カルタとノティティアという２種類の文書が作成された。つまり，譲渡人は証人の面前で裁判所書記官に，譲渡契約に関する行為文書（カルタ）を作成させ，目的物の引渡しに代えて，その文書を譲受人に交付した。また，裁判所で譲渡行為が行われたという事実のみでは将来の証拠として十分ではないので，その経過を裁判官が確認し，証拠のための文書（ノティティア）を作成した。そして，しだいに土地の譲渡は，裁判上の譲渡という形式で行われ，裁判所の記録たるノティティアが，公の記録として都市帳簿に発展し，現在の登記簿となった。
２．海外の登記制度の比較
(1) アメリカ合衆国の場合
　アメリカには，日本のような登録の連続性が確保されている登記制度は存在しない。あるのは単なるバラバラの記録だけなので，どれが最終の変更記録だか判断できない。たとえば，出生届や婚姻届も単なる事件登録であり，変更の都度，連鎖登録をするわけではない。よって，出生証明書を見ただけでは，その人が結婚しているのか，生存しているのか確定できない。アメリカの不動産登録は，記録が膨大で複雑なので，調査専門会社であるエスクロー（escrow）に依頼し，権原保険（title insurance）をかけるのが一般的である。
(2) フランスの場合
　フランスでは，公証人（ノテール）が作成した個々の売買契約書を抵当権保存所に登録し，この契約書自体が登記簿原本となったが，その検索のために，人名票が作成され，さらに物件票も作成されるようになった。しかし，記録の原本はあくまでも契約書（人的編成主義）であり，物件票は索引に過ぎない。
(3) ドイツ・日本の場合
　ドイツや日本の登記は，個々の不動産ごとに用紙を設けて，その権利変動のある度に，元の帳簿に変更事項を追加して記載するという連続記録主義を採用している。個々の土地の地番ごとに登記簿が作成されているので（１物１件主義），物的編成主義と呼ばれる。
３．日本における登記制度
　土地の記録を残す慣習は，大化の改新（口分田）に始まり，太閤検地を経て，地租改正に至るまで，税金（年貢）の取り立てのための記録という側面が強かった。
　江戸時代は，田畑売買禁止により，不動産取引は禁止されていたが，質流れという形で，所有権は移転した。また，江戸の大名屋敷は，幕府から下賜された拝領地なので，売買できなかっが，他の拝領地と相対替という当事者双方の申出を幕府は承認した。実際には等価交換ではなく，土地を分割して交換したり，差額を引料という名目で金銭を支払い，不動産取引がなされた。
　明治維新の地租改正は，石高による年貢を廃止して，地価の３％の地租を課し，納税者を所有者と認めて，地券を発行した。所有権を移転するには，この地券の交付と書き換えが必要となり，地券台帳に記載されたが，担保には不向きであった。
　明治14年に「登記法」が公布され、明治32年には、土地・建物の権利に関する登記手続法として、旧不動産登記法が制定された。
昭和35年から始まった登記簿と課税台帳の一元化とは，登記簿の表題部に課税台帳と同一の機能を営ませることによる窓口の一本化であり，そのために土地台帳法または家屋台帳法において採用されていた法的技術がそのまま表示に関する登記として導入された。
　登記簿のコンピュータ化は、昭和63年に始まり，平成17年からインターネットを利用した電子申請ができるようになった。平成20年７月14日をもって，すべての法務局が電子申請の対象登記所となり，その前提として，登記簿はコンピュータ化された。ただし、事故簿として、コンピュータ化されていない不動産が今日でも存在する。
· 船舶登記における二元制度
　船舶登記簿は，一元化されていない。船舶が竣工すれば，海上で公式運転をして自航能力を確認した後，総トン数等が記載された「船舶件名書謄本」が造船地の管轄運輸局から発行され，法務局で所有権保存登記が可能となる。その後，国土交通省運輸局で，新規登録をすれば，車の「車検証」に当たる「船舶国籍証書」が交付され，運航が可能となる。なお，航空機については，国土交通省に一元化されている。
第３節　商業登記制度の変遷
１．商業登記の始まり
　商業登記制度は，中世イタリアにおける商人ギルドの団体員名簿に始まった。この名簿は，所属団体，管轄裁判所を確定するための公法的機能を果たすものであった。その後，中世末期の地中海地域で，海上コンメンダ契約により，投資家と受託者が冒険的な海上取引を行なっていたが，契約は文書で締結され，そのコンメンダ契約を登記した。また，期間の終了後，計算を呈示し，取引の結果を船舶書記に登記した。さらに，商業帳簿の内容を都市参事会に備えた都市帳簿に記載することで，公的な債権回収が可能となった。　

 　このコンメンダ契約が継続的な企業となり，出資者の間接有限責任を認める合資会社に発展し，会社の登記もされるようになった。これに対し，合名会社は，父親が死亡した後，それを引き継ぐ兄弟達の家族ゲマインシャフトが形成され，特有財産と連帯責任による人的会社として登記がなされた。18世紀には，ドイツ旧商法で，一般的な商業登記制度として，会社の社員関係を明らかにする会社登記簿を創設した。
日本では、明治23年に旧商法典が公布され，明治26年に会社に関する部分が一部施行されると同時に商業登記制度がスタートした（明治26年７月１日）。商業登記の改正は，商法の改正と関連している。実体手続や登記事項は，会社法に定められているからである。
· 登記と公告
商業登記は，ある事項を一般人に公示して，一般公衆を保護することを目的とするものであるが，商業登記簿に記載されただけでは，事実上，一般公衆が知るとは限らず，たえず登記簿を閲覧するのも，実務的には期待できない。そこで，登記所は，登記後遅滞なく，登記された事項を公告することにした（旧商法11条）。戦時中は，紙不足により，公告は中止され，戦後も，公告は停止されていたが，会社法の制定時に，公告制度は廃止された（後追い改正）。
２．登記事項の変遷
　平成13年の商法改正により，社外取締役・社外監査役である旨の登記も可能となった。平成17年の会社法に制定により，会計監査人も登記事項となった。また，機関設計に関する登記事項が増えた。さらに、平成26年の会社法の改正により、新たに監査等委員会設置会社の登記が可能である。令和元年の改正で、株式交付の制度等が創設されたが（令和３年３月１日施行）、株主総会資料の電子提供措置をとる定めのある会社は、その定めを登記しなければならない（令和４年９月１日施行）。
　また、法務省告示により、令和４年１月31日から、登記所が，株式会社の実質的支配者に関する情報を記載した書面を保管し，その写しを交付する制度がスタートした。
第４節　登記所（法務局）と業務
１． 登記所と管轄
　登記所とは，登記に関する事務をつかさどる国家機関であって，単独の登記官により構成される独立の官庁をいう（裁判所と裁判官に似ている）。登記所という看板を掲げた役所は存在しない。地図に載っているのは，法務局ないしその出張所である。令和７年４月１日現在，全国には，413庁の登記所が存在するが（法務局 8　地方法務局 42　支局 261　出張所 102），不動産の所在地を管轄する登記所が，管轄登記所となる。これに対し、埼玉県内全域の商業登記は、さいたま地方法務局がまとめて取り扱っている。
　登記所の営業時間は，平日の午前８時30分から，午後５時15分であり（できれば、９時から５時の間に），昼休みはない。土日・祝日は休みである。お盆休みはない。しかし，年末年始（12月29日から１月３日）は休みである。
２．筆界特定制度の導入
　境界紛争を解決するには、裁判所に訴える手もあるが（筆界確定訴訟）、裁判所には、土地の境界紛争に関する専門部門はない。また、土地の境界に関する資料の多くは登記所にある。そこで、土地の所有権の登記名義人等の申請により，意見及び資料を提出する機会を与えた上，外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえて，筆界特定登記官が，筆界の現地における位置を特定する筆界特定制度の運用が平成18年１月20日から開始された。筆界は「点」として特定されるが、特定できない場合には、範囲の特定をすることになる。
３．法定相続情報証明制度　
　相続登記を申請する場合には、法定相続関係を証明するため、多数の戸籍謄本を提示し、合わせて、相続関係説明図を添付し、内容が正しければ、戸籍謄本は回収し、登記所には、登記完了後、相続関係説明図のみが保管されるが、その相続関係説明図が独立して、戸籍関係の証明書となった（平成29年５月29日から施行）。そこで、相続登記の申請を２段階に分け、まず、戸籍を洩れなく集め、これを登記所が確認した法定相続情報証明一覧図を入手した後、法定相続人間で遺産分割協議書を作成し、相続登記を申請すれば、戸籍関係のミスは防げる。
４．法務局による遺言書の保管
自筆証書による遺言は、家庭裁判所での検認が必要であるが、公正証書による遺言では、その必要がなく、公証人が責任をもって保管してくれる。令和２年７月10日から、法務局でも、遺言保管官が，遺言書を保管する制度がスタートした。遺言者の死亡の事実を確認した場合，遺言者が指定した者に対し，遺言書が保管されている旨が通知される。遺言書原本は、遺言者が死亡した日から50年後まで保存される。
第２章　登記情報の入手（データのダウンロード）について
第１節　登記簿謄本から登記事項証明書へ
１．登記簿のコンピュータ化
　紙の登記簿は，オリジナル（原本）が１部しか存在しなかったが，コンピータ化により，容易にコピー（複製）を作成でき，またデータの安全確保のため，副登記記録（バックアップ）が調製されている。
（旧）登記簿の謄本 → 登記事項証明書 ← 登記情報交換システム 

（旧）登記簿の閲覧 → 登記事項要約書 ← 登記情報提供システム 
· 謄本を取るときの失敗事例
(1) 所在の誤記 → たとえば，杉並区天沼二丁目と，杉並区本天沼二丁目
(2) 住居表示と地番の違い → たとえば，豊島区長崎四丁目37番８号の住所の土地は，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　豊島区長崎四丁目25番36
(3) 換地処分による地番変更　→　たとえば、川口市戸塚六丁目３３３５番１は、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　川口市戸塚六丁目５番３
(4) 家屋番号の枝番落とし → たとえば，家屋番号10番１と，10番1の２は，別の建物
(5) 登記（申請）中は，データの更新中なので、謄本が取れない。
(6) 法務局のシステムにエラーが生じた場合、ネットにつながらないので、システムが復旧するまで、謄本は取れないといった事故が発生することもある（たとえば、2024年３月25日と３月29日）。
２．登記事項証明書の種類（商業登記の場合）
　① 現在事項証明書　←　これを請求するのが一般的である。
　② 履歴事項証明書　←　３年前から請求日までに抹消された事項を含む
　③ 閉鎖事項証明書　←　自宅のパソコンでは閲覧できない。
　④ 代表者事項証明書　＝　資格証明書 ←　会社法人等番号の記載で足りる
· 会社法人等番号
　不動産（土地・建物）には、不動産番号が付されているが、コンピュータ化された商業登記では、会社法人等番号が付されることになったので、ネット回線を通じて、代表者の資格は法務局自身で確認できる。よって、従来、会社が当事者となって、不動産登記を申請する場合、その代表者の資格証明書も添付する必要があったが、会社法人等番号を記載すれば、資格証明書を添付する必要はなくなった。
第２節　登記情報提供システムと登記情報交換システム
１．登記情報提供システム　
　オンライン登記情報提供サービスは，インターネットを利用し，財団法人民事法務協会のホームページ（https://www1.touki.or.jp/）にアクセスすれば，自宅のパソコンやスマホで登記簿が見られる。利用時間は，午前８時30分から午後１１時まで（土・日・祝日は午後６時まで）である。１件（１物件・１会社）につき，331円かかる。
２．登記情報交換システム　
(1) 窓口申請の場合
　コンピュータ化された登記簿は，ネット回線でつながっているので，どの法務局でも全国の謄本が取れるようになった。つまり，乙号事件（謄本の請求）につき，管轄はなくなった。ただし、電子化されたデータに限るので、古い紙の登記簿の写しは、当該管轄法務局でしか入手できない。利用時間は、法務局の窓口が開いている時間（午前８時30分から午後５時15分）である。窓口で請求した場合，１通　600円であり，収入印紙で納付する。50枚を超えるときは，50枚毎に100円が加算される。
　法務局の窓口に行く場合、設置してある機械のタッチ画面で、会社ないし不動産を特定して請求するのがスピーディーだが、従来どおり、紙の申請書に手書きで記入して、窓口に提出することもできる。この場合、多少の記載不備があっても、窓口担当者からアドバイスが受けられる。
(2) 証明書オンライン請求
従来，謄本を取り寄せるには郵送で請求するしかなかったが，オンラインによる登記事項証明書等の送付請求の制度が平成20年７月14日をもってすべての法務局（本局・支局・出張所）で運用されている。証明書オンライン請求による登記事項証明書を、郵送で受け取る場合、送料を含めて（令和７年４月１日から）１通 520 円で、インターネットバンキング・Pay-easy に対応したＡＴＭで納付する。ネット・ショッピングのようなものだが、地番等を間違えて、別物件の登記事項証明書が届いても、返品はできない。
郵送で届くので、今日、ネットで請求し、電子納付が終わっても、到着は明日以降となるので、急ぐ場合には、オンラインで請求し、その日に、法務局の窓口に取りに行けば良い。この場合、１通490円となる。
会社の代表者に関する紙の印鑑証明書も、オンラインで請求できるが、そのためには、代表者が会社の電子証明書を取得しており、その電子署名が必要となる。費用は、窓口で請求した場合、（令和７年４月１日から）１通　500円となった。
第３節　株式会社の登記事項と記載例
１．株式会社の登記すべき事項（会社法911条3項）
	特定
	① 商 号（フリガナ）　　② 目　的　　　③ 本店・支店の所在場所
④ 資本金の額　　⑤ 存続期間，解散事由　　　（会社法人等番号）

	株式
	① 発行可能（種類）株式総数　② 発行する（各種類）株式の内容
③ 発行済株式の総数・その種類・種類ごとの数　④単元株式数
⑤ 株券発行会社である旨　⑥ 株主名簿管理人の氏名（名称）・住所（営業所）
⑦ 新株予約権の数・内容等

	役員
	① 取締役の氏名　　　② 代表取締役の氏名・住所
③ 取締役会設置会社である旨
④ 会計参与設置会社である旨，会計参与の氏名・計算書類の備置場所
⑤ 監査役設置会社である旨，監査役の氏名、会計監査に限定する旨
⑥ 監査役会設置会社である旨，社外監査役である旨
⑦ 会計監査人設置会社である旨，会計監査人の氏名
⑧ 一時会計監査人の職務を行うべき者の氏名
⑨ 特別取締役による議決の定め，特別取締役の氏名，社外取締役である旨
⑩ 監査等委員会設置会社である旨，社外取締役である旨，監査等委員である取締役の氏名、取締役への委任事項
⑪ 指名委員会等設置会社である旨，社外取締役である旨，各委員会の委員・執行役の氏名，代表執行役の氏名・住所
⑫ 取締役等の責任の免除についての定款の定め
⑬ 非業務執行取締役等の責任限度契約の締結についての定款の定め

	公告
	① 貸借対照表の電磁的公開に関する事項
② 公告方法（電子公告を含む）
③ 株主総会資料の電子提供措置をとる旨の定め


２．登記事項の特色
(1) 大会社と中・小会社の区別
　大会社か否かは，登記簿から分かるとは限らない。すなわち，資本金が５億円以上か否かは，登記簿から分かる。しかし，負債の合計額が200億円以上か否かは分からない。
　負債は登記事項ではないので、社債を発行しても、登記できないし、新株予約権付社債であっても、社債の内容は登記されない。また、会社の決算期も登記されないが、役員欄に「令和６年６月30日重任」とあれば、３月決算だろうと推測できる。
(2) 公開会社と非公開会社の区別
　数種の株式を発行した場合、その内容は、株式・資本区の「発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容」欄に記載されるが、単一の株式のみでも、譲渡制限株式とする場合、全部の株式の内容を記録する「発行する株式の内容」欄に記載される（商登規則別表第５）。しかし、会社法制定前と同様に、譲渡制限株式に係る事項は，「株式の譲渡制限に関する規定」欄にもダブル記載され、この欄を見れば、公開会社か否か判断できる。
 (3) 機関設計に関する登記
　監査役の氏名が登記してあれば，監査役設置会社であると判断できるが、機関設計の欄にも、「監査役設置会社」とダブル記載しなければならない。
　社外取締役ないし社外監査役の場合には、「取締役　山田太郎（社外取締役）」と記載されるが、監査等委員会設置会社で、監査等委員である取締役は、「取締役・監査等委員　山田太郎」と記載される。

☆代表取締役について
　取締役が１名でも、別途、その人が代表取締役である旨のダブル記載が必要である。
　代表取締役の住所は、令和６年10月１日から、申出により、「東京都杉並区」（行政区画）までの記載に留めることができる。
☆役員の任期について　
　従来，株式会社の取締役の任期は約２年であったが，会社法の制定により，非公開会社では10年まで伸長できるので，登記簿の就任年月日を見ても，その取締役の任期が切れているか否か、判断できない場合がある。
　取締役となる原因事由は、「就任」と「重任」（任期が満了して即再選）、取締役でなくなる事由は、「退任」（任期満了、資格喪失）、「辞任」、「解任」、「死亡」である。
(4) 公告方法について
　昭和50年代には，法務局で決算書類を公告すべきだとの見解が登場したが，貸借対照表を電子公告する場合のアドレスを登記事項とすることで決着した（会社法911条3項27号）。なお，公告方法を電子公告とする変更登記をしたとき，貸借対照表の内容を公開するためのホームページのアドレスは，大は小を兼ねるので、登記官の職権で抹消される。
(5) 目的について　　　　
　従来，適法性，営利性，具体性・明確性の要件を満たす必要があったが，類似商号による規制は廃止されたので、目的の具体性については，審査しないことになった。よって、「商業」「適法な一切の事業」のような包括的な定めも可能である。ただし，許認可申請の際，個別具体的な表現が求められるし、不明確な記載では、取引相手に信用されない。
　記載例として、「飲食業」ではなく、「飲食店業」。「自動車学校」ではなく、「自動車学校の経営」と記載すべきである。また、保険業務に関し、「損害保険代理店業務」は受理されるが、「生命保険代理店業務」は却下される。また、「債権の取立業務」は弁護士法に違反するし（集金代行業ならＯＫ）、「政治献金」は商行為ではないので、却下される。

また、「ＯＡ機器」等，ローマ字を含む表記が社会的に認知されている場合，そのまま受理される。なお、登記されている目的のすべてを実際に行っている必要はない。
(6) 商号について　
　商号自体の適法性としては，(a)営業主体を称する商号性からくる制限（記号，図形，紋様は不可） と (b)会社としての独立法人性からくる制約（支店，支部，支社，出張所の表示は不可）と (c)特別法により使用を禁止される商号（銀行法，保険業法）がある。また，公示形式としての適格性については，ハングル文字等を使用することはできないが，アラビア数字やローマ字を使用できるようになった。よって，「株式会社ＡＫＢ」とか「株式会社４８番ラーメン」といった表記も可能である。しかし、「株式会社Ａ（ＪＡＰＡＮ）」のような、「（括弧）」は使用できない。
なお、会社が所有する不動産につき、所有者の名称として、「株式会社ＱＶＣジャパン」と記載されるが、個人の氏名は、カタカナ表記に直し、「ジョン・トーマス」と記載しなければならない。　　
(7) 本店について
　同一場所・同一商号は禁止される。検索の都合上、区別できなくなるからである。
	①
	○○区○○一丁目１番１号

	②
	○○区○○一丁目１番１－２０１号

	③
	○○区○○一丁目１番１－３０１号


　①と②は，同一本店所在地と判断される。しかし，②と③は異なる本店である。
　Ａ株式会社　≠　株式会社Ａ　　←　株式会社の文言の位置が相違すれば，異なる商号
　株式会社大和　≠　株式やまと　　←　読み方が同じでも、異なる商号

　平成30年３月12日以降，登記申請書を提出する場合，「商号」の上部に，法人名のフリガナを記載するようなった。
(8) 数字，金額の記載方法　
　万・億を単位とする。　　たとえば，123,400,000円　→　１億２，３４０万円
　年号を登記する場合、西暦ではなく、元号で、「令和７年２月10日変更」と記載する。
　住所については、住民票上「○○１丁目１番１号」と記載されていても、登記簿上は「○○一丁目１番１号」と表記する。

第４節　土地・建物の登記事項と記載例
１．土地の意義　　
　土地は，私法上の所有権の客体となる物でなければならない。この土地に境界線を引き、各筆に分けて、１筆の登記として登記簿が設けられている。ただし、皇居（千代田区）は、地番が付されず、未登記であり、国道・県道等も無番地で、道路管理者による道路台帳に記載されている。
　水面（川や湖）は、不動産登記の対象とならないが、ため池や水道用地等の地目が認められ、例外的に登記が可能である。
２．土地の登記事項
	　表　題　部　（土地の表示）
	調整
	余白

	不動産番号
	１２３４５６７８９０１２３

	地図番号
	Ａ１１－１　　　　　　　　
	筆界特定
	余白


	所　　在
	甲市乙町二丁目
	余白


	①　地　番
	②　地　目
	③ 　地　積　㎡
	原因及びその日付〔登記の日付〕

	　３１番２
	　宅地
	２４５．６７
	令和２年９月１日公有水面埋立
　〔令和２年９月１５日〕

	所 有 者
	甲市乙町二丁目２番８号　　甲　某


３．地目について
　地目とは，土地の利用状況による区分であり，23種の地目が定められている。　地目は，土地の主たる用途により，①田，②畑，③宅地，④学校用地，⑤鉄道用地，⑥塩田，⑦鉱泉地，⑧池沼，⑨山林，⑩牧場，⑪原野，⑫墓地，⑬境内地，⑭運河用地，⑮水道用地，⑯用悪水路，⑰ため池，⑱堤，⑲井溝，⑳保安林，(21) 公衆用道路，(22) 公園及び (23) 雑種地に区分して定められる（規99条）。地目によって土地を分割し，その収益能力に従って土地を評価して，課税するため，地目は旧土地台帳法の時代から限定されており，建物の種類のように，用途により自由に定めることはできない。
４．建物の定義
建物は，①屋根及び②周壁又はこれらに類するものを有し，③土地に定着した建造物であって，④その目的とする用途に供し得る状態にあるものでなければならない。
橋とか鉄塔は、人が居住するための建物ではなく、工作物なので、建物登記の対象とはならない。
５．建物の登記事項
	　表題部　（主である建物の表示）
	調整
	余白

	不動産番号
	１２３４５６７８９０１２３

	所在図番号
	余白


	所　　在
	甲市乙町二丁目３１番地２
	余白


	家屋番号
	３１番２の１
	余白


	①　種　類
	②　構　造
	③ 　床　面　積　㎡　
	原因及びその日付〔登記の日付〕

	　居宅
	木造かわらぶき２階建
	１階　　７８．９０
２階　　５６．７８
	令和３年８月１日新築
　〔令和３年８月５日〕

	　表　題　部　（附属建物の表示）

	符号
	①種類
	②　構　造
	③ 　床　面　積　㎡
	原因及びその日付〔登記の日付〕

	　１
	車庫
	木造かわらぶき平家建
	１２．３４
	〔令和３年８月５日〕

	所 有 者
	甲市乙町二丁目２番８号　　甲　某


６．区分建物の場合
(1) 附属建物と区分建物
　原則として，１棟の建物が１個の建物となるが，その例外として，数棟の建物が１個の建物とみなされる場合（主である建物と附属建物）と，１棟の建物が数個の建物に分かれる場合（普通建物と区分建物）がある。すなわち，附属建物とは，表題登記がある建物に附属する建物であって，当該表題登記がある建物と一体のものとして１個の建物として登記されるものをいう（不登法2条23号）。
これに対し、区分建物とは，１棟の建物の構造上区分された部分で独立して住居，店舗，その他建物としての用途に供することができるものをいう（不登法2条22号）。　区分建物に属する１棟の建物は，区分所有権の目的となる専有部分（各部屋）と，それ以外の共用部分（廊下や階段等）とで構成される。
(2) 区分建物の敷地権と登記
　マンションの底地は、多数の共有者の名義となり、土地の登記簿は乱雑となるが、通常、建物と底地は一体として処分されるので、建物登記簿に土地の持分を記載し、分離処分を禁止することにした。すなわち、マンションの敷地利用権を公示し，専有部分と分離処分ができないことを明示するため，「敷地権」を区分建物の専有部分に記載することにした。この登記をしたときは，登記官が職権により，マンションの底地の土地登記簿に，敷地権たる旨の登記をし、以後、共有者の氏名は、土地には記載されないことになった。
７．権利に関する登記事項
(1) 登記できる物権
　① 所有権、② 地上権、③ 永小作権、④ 地役権、⑤ 先取特権、⑥ 質 権、⑦ 抵当権、⑧ 賃借権、⑨配偶者居住権、⑩ 採石権について、保存，設定，移転，変更，処分の制限又は消滅の登記ができる。このうち配偶者居住権は、令和2年４月１日に施行され、被相続人の建物に居住していた配偶者が，その存命中、無償で使用・収益を継続できる権利である（民法1028条）。
(2) 登記の順位
　同一の不動産につき登記された数個の権利がある場合，その権利相互間の優先順位は，原則として，登記の前後によって決せられる（早い者勝ち）。しかし，登記される事項の内容によっては，既登記（主登記）と一体のものとして，その既登記（主登記）と同じ順位で公示すべき場合もある。そこで，付記登記の順位は主登記の順位によることにした。
たとえば，所有権移転登記や抵当権設定登記，その抹消登記は主登記でなすのに対し，住所移転による変更登記や、抵当権の債務者変更登記は、付記登記でなす。
(3) 所有権に関する登記の記載事項
　所有者の特定は、住所と氏名の記載による。二人以上の場合、共有者として、その持分も記載される。万一、同一住所・同一氏名の人がいたら、生年月日も記載して区別する。
　令和６年４月１日から、登記された法人については、「会社法人等番号」も登記簿に記載され、国内に住所を有しない所有者については、国内における連絡先となる者の住所・氏名が登記事項となった。また、外国人の場合、カタカナ等に引き直して記載されるが、ローマ字氏名証明情報を提出し、ローマ字表記も併記される。
さらに、登記名義人が死亡し、相続登記がされていなくても、住基ネットにより登記所が死亡を確認したときは、死亡の事実を表示するための符合が付される。
(4) 抵当権設定登記の記載事項
　抵当権の場合、設定登記の原因として、金融機関が直接融資したときは「令和８年４月１日金銭消費貸借同日設定」と記載するが、保証会社が抵当権者となるときは「令和８年４月１日保証委託契約に基づく求償債権同日設定」と記載される。求償債権と保証料債権その他一切の債権を担保するときは、「令和８年４月１日保証委託契約同日設定」と記載すれば足りる。
第３章　登記の申請手続（データのアップロード）
第１節　書面申請・出頭主義から電子申請と郵送（別送）へ
１．書面申請と電子申請
　従来、不動産登記の申請は、① 当事者申請主義、② 書面主義、③ 出頭主義が原則であったが、平成17年の不登法の改正により、② 書面主義を緩和し、電磁的記録による電子申請（オンライン申請）が可能となった。
商業登記においては，登記申請情報のみをオンラインで申請して置き，議事録等の添付書類は，郵送するという方法を活用することもできるが，当初、不動産登記では，すべての申請情報および添付情報をオンライン申請する必要があり，紙の添付書類が１つでもあれば，オンライン申請は不可能だった。しかし，このハードルは高すぎるので，平成20年１月15日から，添付情報が書面に記載されているときは，当該書面を登記所に提出する方法により申請することを可能とする，いわゆる別送方式による運用がなされている。
　また、御上に物申すのに出頭するのは当たり前という発想と順位確定のため、③ 出頭主義で運営されてきたが、二重譲渡の登記申請は稀であり、万一、同時に申請された場合には、双方とも却下することにして、郵送での書面申請も認めることにした。
　オンライン申請をするには、電子証明書を待っていなければならないが、持っていない人は、法務省の「申請総合ソフト」で登記申請書を作成し、送信後、ＱＲコード付の書面申請することも可能である（書面申請だが、オンライン申請と同様のメリットあり）。
２．商業登記における同時申請と経由申請
　本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合，旧本店用の申請書と新本店用の申請書を，同時に申請し，かつ，新本店用の申請書は，旧本店所在地の登記所を経由して申請しなければならない。
　合併による存続会社の変更登記と、他管轄の消滅会社の解散登記も、存続会社の管轄登記所に、同時・経由申請をしなければならない。
３．商業登記における支店登記　　コピー登記　→　インデックス登記　→　廃止
登記簿が紙の時代には、全国に支店をもつ都市銀行の登記簿を本店所在地でしか閲覧できないのは不便であるとして、支店所在地の管轄登記所にも、本店のコピー登記簿を設けることにした。その後、登記簿はコンピータ化され、どこの登記所でも、本店の登記簿の写しが入手できるようになったが、引き続き、支店が存在するという単なるインデックスのような支店登記を残した。しかし、存在意義がないので、令和元年の法改正により，支店登記はすべて廃止された（令和４年９月１日施行）。
第２節　登記所の事務処理の手順
１．受付 → 調査 → 記入 → 校合
　登記の申請がなされると，①受付（ナンバリング），②調査（内容チェック），③記入（データの入力），④校合（登記官のキーロック）へと手続が進展するが，調査段階で，登記の有効要件と登記の受理要件をチェックしている（形式審査）。 もし，不備があり，補正ができないものについては，取下げるよう指導し，取下げに応じない場合には，登記官が却下処分をする。かかるチェック・ポイントを却下事由という（不登法25条、商登法24条）。
２．登記申請の補正と却下・取下げ
　戦前は、司法代書人が午前中に登記申請をすれば、午後には登記が完了した。その間、登記茶屋で宴会をしながら待っていたが、不備があれば、即日補正をした。戦後は、申請件数が増えたので、申請日の数日後に調査が行われることも多くなった。即日処理と即日補正は現実離れとなっていたが、平成17年の不登法の改正で、登記官が定めた相当の期間内に補正したときは，却下しない旨を明記した（後追い改正）。
　補正の範囲内のミスか否かは、実務上、重要である。　たとえば、抵当権を設定すべき物件の地番を書き間違えた場合、正しい地番に補正することはできず、取り下げするよう指導される。しかし、会社設立登記を申請した場合、定款の記載が不適切であった場合、認証した公証人にお願いして、定款の記載を訂正してもらえば、訂正後の定款と差し替えることができる。
· 登記申請の代理人
司法書士法73条1項では、司法書士でない者は、登記申請代理業務を行ってはならないと規定している。よって、税理士が代理人として登記申請をすることはできない（昭35.3.28民甲734号回答）。しかし、公認会計士が、会社等の設立手続の委嘱を受けた際に登記申請書類の作成や、その登記申請は、正当な業務に付随するものとして、行うことができるとされている（昭25.7.6民甲1867号回答）。
　もっとも、当時の旧司法書士法19条では、「但し、他の法律に別段の定がある場合又は正当の業務に附随して行う場合は、この限りでない。」と規定していたが、現在の司法書士法73条１項但書では、「正当の業務に付随して」の文言が削られ、「ただし，他の法律に別段の定めがある場合は，この限りでない。」となった。
　弁護士と司法書士との関係については、弁護士は、法令全般に関する専門家なので、不動産登記ならびに商業登記の申請手続ができると解されるが、昭和の終わり頃の日弁連と日司連の紳士協定で、登記申請手続は、司法書士の専門領域であることを認め、弁護士は受託している事件に付随する登記申請なら、正当の業務に付随するものとして登記申請の代理人となっても差し支えない、とされた。

第３節　商業登記の申請手続
１．届出印（代表印）と印鑑証明書
　個人商人や会社の代表者が印鑑（代表印）を提出するには，印鑑届出書に代表印と代表者の個人の実印を押印し、市区町村長が発行した個人の印鑑証明書を添付しなければならない（令和元年の改正で任意制となった）。この届出印の印影は、書面で登記申請をした際に押した委任状等の印影と照合され、一致しなければ、登記申請は、却下される。

	　　 　　　　　　　　　　　　　臨時株主総会議事録 
　平成１６年４月１日午前11時00分より，当会社本店会議室において，臨時株主総会を開催した。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一部記載省略）
　以上のとおり株主の出席があったので，定款の規定により取締役内田康幸は，議長席に着き，本臨時総会は適用に成立したので，開会する旨を宣し，直ちに議事に入った。 
　　　　　　　　　　　議案　　定款変更に関する件 
　議長は，この度，当社の商号を改め企業イメージの刷新を図るため下記とおり定款第１条を変更したい旨を詳細に説明し，その賛否を議場に諮ったところ，満場一致をもって原案のとおり可決確定した。 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記 
変更前 　　（商号） 
　　　　　　第１条　当会社は，株式会社キュー・ヴィー・シージャパンと称する。 
変更後　　　（商号） 
　　　　　　第１条　当会社は，株式会社ＱＶＣジャパンと称する。 

　議長は以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ，午前11時30分閉会した。 
　上記の決議を明確にするため，この議事録を作成する。 
　　　平成１６年４月１日 　　　　　　株式会社ＱＶＣジャパン　臨時株主総会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　議事録作成者　　内田　康幸　（印）


２．商号変更の登記申請　←〔決議のみ〕

商号変更の登記申請書には，次のような記載をする。登録免許税は、変更登記として、３万円である。また、商号と目的を同時に変更した場合も、３万円で済む。これに対し、他管轄への本店移転の場合には、旧本店用３万円＋新本店用３万円で、６万円かかる。登録免許税は、収入印紙を貼って納付するが、電子申請の場合には、ネットバンキングを利用して、電子納付をすることも可能である。

日本のお役所に提出する書類は、日本語で記載すべきなので、株主及び役員が全員外国人であっても、議事録は日本語で作成し、英文はその訳とすべきである。
また，平成28年10月１日より、登記申請の添付書面として，株主総会議事録のほかに、「株主リスト」が必要となった（商登規61条2項・3項）。
	　　　　　　　株式会社変更登記申請書 
１．商　　　号　　　　株式会社キュー・ヴィー・シージャパン 
１．本　　　店　　　　千葉市美浜区ひび野二丁目１番地１
１．登記の事由　　　　商号変更 
１．登記すべき事項　　平成１６年４月１日商号変更 
　　　　　　　　　　　　　　　　商号　株式会社ＱＶＣジャパン 
１．登録免許税　　　　金３万円 
１．添付書類　　　　　株主総会議事録　　　　１通 
　　　　 　 　　　　　　 株主リスト　　　　　　　　１通 
　　　　　　　　　　　　　委　任　状　　　　　　　　１通 
　上記の通り登記の申請をする。 
　 平成１６年４月６日 
　　　　　　　千葉市美浜区ひび野二丁目１番地１ 
　　 　　　　　　　　　申請人　株式会社ＱＶＣジャバン 
　　　　　　　東京都杉並区久我山四丁目４５番９号 
　 　　　　　　　　　　代表取締役　　内田康幸
　　　　　　　東京都新宿区西新宿七丁目１３番８号 
　　　 　　　　　　　　上記代理人 　 足立啓明〔印〕 
　　　千葉地方法務局 御中


３．株式会社の役員変更登記を申請する場合　←〔決議＋ヒト（役員）〕
　取締役は，株主総会又は種類株主総会の決議によって選任される（会社法329条1項，347条1項）。これに対し，代表取締役の選任については，取締役会設置会社では，取締役会の決議により，代表取締役を選定しなければならない（会社法362条3項）。取締役会を設置しない会社では，①定款，②定款の定めに基づく取締役の互選，③株主総会の決議により，代表取締役を定めることができるが（会社法349条3項），取締役の中から代表取締役を定めないときは，各取締役が代表取締役となる（会社法349条1項本文）。
また、平成27年２月27日から、取締役，監査役等の就任登記を申請するとき，本人確認証明書が必要となった（商登規則61条7項）。本人確認証明書としては、住民票の写し、運転免許証等のコピーを添付すれば足りる。また、代表取締役の辞任届には、実印の押印（印鑑証明書付）又は登記所届出印の押印が必要となった（同条8項）。
４．募集株式の発行による変更登記を申請する場合　←〔決議＋ヒト（株主）＋カネ〕
　募集株式の発行による変更登記の添付書類は，①決議，②ヒト，③カネの３つである。すなわち，まず，①募集事項を決定した株主総会議事録または取締役会議事録を添付しなければならない。次に，②新しいヒト（株主）の確定につき，引受人の募集をする場合（会社法199条），募集株式の引受けの申込みを証する書面が必要である。さらに，③カネ（出資の履行）を証するものとして，金銭出資の場合には，払込みがあったことを証する書面（普通預金の残高証明書でも差し支えない）と資本金の額が会社法の規定に従って計上されたこと証する書面を添付しなければならない（払込金の２分の１まで資本準備金とできるから）。
ただし、令和１年の改正で、上場会社が取締役等の報酬として無償による募集株式の付与をするときは、金銭の払込みを要しないとされた（会社法202条の2）。
５．株式会社の設立登記を申請する場合
　株式会社の発起設立における添付書類は，まず，(1) 決議に関する書面として，定款と発起人の同意書が，挙げられる。また，(2) ヒトに関する書面としては，設立時に会社債権者は存在しないから，(a) 株主に関するものと (b) 役員に関するものに分けられるが，発起設立の場合には，発起人が引受けた株式数は，定款または発起人全員の同意書に記載される。これに対し，役員に関する書面は，その機関構成により異なるが，取締役の選任を証する書面、就任承諾書、本人確認証明書が必要である。そして，商登規61条2項・3項が定める代表取締役の印鑑証明書も添付しなければならない。
 　(3) カネに関する書面としては，いわゆる金銭出資の場合には，その払込みがあったことを証する書面と，資本金の額が会社法の規定に従って計上されたことを証する書面（ただし、金銭のみの出資の場合は、省略可）が必要となる。
最後に，(4) カブ，つまり，株式に関する書面として，株主名簿管理人を置いた場合，その契約書を添付しなければならない。登録免許税は，資本金の額に1000分の７を乗じた額であるが，計算した額が15万円未満なら，15万円となる。
　なお、令和３年の改正省令により、定款の電子認証の嘱託と設立登記のオンライン申請が同時にされた場合、あらかじめ処理を進めておき、公証役場から認証定款が送信され次第、登記を完了することにした（令和３年２月15日施行）。このスーパー・ファストトラック・オプションを利用し、定款作成後に、出資の履行をし、役員が５人以内で、すべての添付書類が電磁的記録ならば、24時間以内に登記が完了する。
　原則として、定款を作成し、その認証が終わった後で、出資の払い込みをすべきだが、認証前に、出資を完了したとしても、登記申請は受理される取り扱いとなった。
　会社成立の日は、登記申請日となるので、休日を設立日とすることはできなかったが、令和８年２月２日から、行政機関の休日でも、当該特定の日付で登記簿に記録してもらえるようになった。
第４節　不動産登記の申請手続
１．登記原因証明情報の必要性
	　　　　　　　　　登 記 原 因 証 明 情 報
一．登記申請情報の要領
　１．登記の目的　 　所有権移転
　２．原　　　　因　　　平成６年７月１日売買
　３．当事者　　権利者（以下，甲という）
狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　持分２分の１　　菅井幸久

狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２分の１　　菅井萌生
　　　　　　　　　 　義務者（以下，乙という）
　　　　　　　　　　　　狭山市大字南入曽１０４８番地の２むしさの園わかば
　　　　　　　　　               　　　齋藤郁枝
　４．不動産の表示
　　　  　　　所 在　　狭山市富士見二丁目
　　　　  　　　地 番　　６１３２番２
　　　  　　　　地 目　　宅地
　　　  　　　　地 積　　１００．２２㎡
二．登記の原因となる事実または法律行為
　１．乙 は，本件不動産を，甲 に対し，平成６年７月１日　売買した。
　２．よって，本件不動産の所有権は，同日，乙 から 甲 に移転した。
　以上の登記原因のとおり相違ありません。
　　平成６年７月１日
　　　　権利者（甲）　狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅井幸久　〔印〕
狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　菅井萌生　〔印〕
　　　　義務者（乙）狭山市大字南入曽１０４８番地の２むしさの園わかば
　　　　　　　　　　　                　齋藤郁枝　〔印〕


　権利に関する登記を申請するときは，法令に別段の定めがある場合を除き，登記原因証明情報を登記所に提出しなければならない。
　売買契約書には，売買代金を記載するが，具体的な金額を登記原因証明情報に記載して提出したくないという事情もあり，実務では，売買契約書（双方の署名が必要）ではなく，売渡証書（売主が差入れる文書なので売主の署名のみ）が別途作成されることが多い。
	　 　　　　　　　登　記　申　請　書
登記の目的

所有権移転

原　　　　因

令和６年７月１日売買

権　利　者

狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　持分２分の１　　菅井幸久
狭山市柏原３６１３番地の２コンフォーティアB１０２
　　　　　　　　２分の１　　菅井萌生
　　義務者

狭山市大字南入曽１０４８番地の２むしさの園わかば
　　　　　　　　　　　　齋藤郁枝
添 付 書 類

登記原因証明情報　　　登記識別情報

印鑑証明書　　　　　　　住所証明書

代理権限証書　　　　　
令和６年７月１日申請　さいたま地方法務局所沢支局
代　理　人

東京都新宿区西新宿七丁目１３番５号
　　　　　　足立　啓明 〔印〕
　　 連絡先の電話番号　03-3369-8954
課 税 価 格

金1,000万円

登録免許税

金15万円

不動産の表示

　　　　所 在　　狭山市富士見二丁目
　　　　　地 番　　６１３２番２
　　　　　地 目　　宅地
　　　　　地 積　　１００．２２㎡



２．登記識別情報を提供できない場合
　登記識別情報とは，「MY9-3DR-6GH-79Y」のように12桁のローマ字とアラビア数字で構成されたパスワードで、登記名義人を識別することができるものをいう。かつての登記済（権利）証に代えて導入された本人確認のための制度である。
登記識別情報は再発行されないので、もし提供できない場合には，登記義務者に対し，登記申請があった旨及び当該申請の内容が真実であれば，２週間内にその旨の申出をすべき旨の事前通知がなされる。ただし，資格者代理人が本人確認情報（上申書のようなもの）を作成し，登記官が，その内容を相当であると認めたとき，事前通知は省略される。
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３．登記名義人の住所変更の登記を申請する場合
　登記の申請後に所有者の住所に変更が生じた場合には，所有権登記名義人住所変更の登記を申請して，登記の連続性を確保しなければならない。ただし，配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律1条2項に規定する被害者の場合，その被害者が登記義務者として所有権移転の登記を申請するとき，その前提としての住所変更の登記を要しない（平25.12.12民二809号回答）。
　令和７年４月21日以降、所有権の登記を申請する際に、登記名義人の生年月日等を提供しておけば、令和８年４月１日から、登記官の職権により住所等変更登記をしてもらうことができる（スマート変更登記）。
４．相続による所有権移転登記を申請する場合
相続による権利移転の登記を申請する場合，死亡を証する公的な証明情報（戸籍謄本等）により、法定相続人の範囲を確定しなければならない。もし、法定相続人のうち、一人に取得させる場合には、「その他の登記原因を証する情報」として，被相続人が作成した遺言書や，共同相続人が作成した遺産分割協議書（印鑑証明書付）が必要となる。
令和５年４月27日から、一定の要件に当てはまる土地については、相続人が法務局に申請し承認を受け、管理に関する負担金を納付することにより、国庫に帰属させる制度がスタートした。

	　 　　　　　　　登　記　申　請　書
登記の目的

所有権移転
原　　　　因

令和４年１２月１７日相続
相　続　人

（被相続人　齋藤一郎）

　

狭山市大字南入曽１０４８番地の２むしさの園わかば
　　　　　　　　　　　　齋藤郁枝
添 付 書 類

登記原因証明情報

住所証明書　　　代理権限証書
令和６年１月２６日申請　さいたま地方法務局所沢支局
代　理　人

東京都新宿区西新宿七丁目１３番５号
　　　　　　足立　啓明 〔印〕
　　 連絡先の電話番号　03-3369-8954
課 税 価 格

金1,000万円
登録免許税

金４万円
不動産の表示

　（省略）




５．表示登記と権利登記
(1) 建物の表題登記と保存登記
　登記簿と課税台帳の一元化により、窓口は一本化されたが、建物新築による表題登記と所有権保存登記を，同時には申請できない。表題登記が完了した後でなければ，登記簿が作成されず、所有権保存登記の申請日には、登記簿が存在しないからである。
(2) 増築と所有者の変更手続
　父親が所有する平家建の建物に，息子が資金を提供して２階部分を増築しても，その建物は父親の単独所有のままである。息子の名義を入れるには，「代物弁済」または「真正な登記名義の回復」を登記原因として，所有権一部移転登記を申請しなければならない。
(3) 土地の分筆と共有物分割
　Ａ・Ｂが共有する土地を２筆に分筆しても，それぞれの土地は，Ａ・Ｂの共有のままなので，分筆登記後，一方をＡ名義，他方をＢ名義とする共有物分割による持分移転登記を申請しなければならない。
(4) 境界が間違っていた場合（境界紛争）
　隣どうしで土地の境界に争いがあり，調査の結果，真実の境界線と実際に占有している部分が異なることが判明した場合，登記上の境界線を移動することはできない。この場合，真実の境界線に基づく地積更正登記と，はみ出して占有していた部分の分筆登記を申請し，この部分を「時効取得」を登記原因として相手方に所有権移転登記を申請することになる。
· 過料の制裁

　会社法915条1項では、役員の任期が満了し、改選した場合、２週間以内に登記申請するよう義務づけ、懈怠した場合には、100万円以下の過料に処される（会976条1号）。
しかし、２週間は余りにも短いので、実務では、１年猶予される。よって、役員の任期が切れて１年以上経過して、役員変更登記を申請すれば、法務局から検察庁に告発される。書類を受け取った検察庁は、会社法違反の事実を確認したら、略式処分として社長の自宅宛に過料の納付書を送付する。
　これに対し、不動産登記法では、建物を新築した場合、１か月以内に表題登記を申請する義務を定め（不47条1項）、これに違反した場合、10万円以下の過料に処する（不164条1項）としているが、実際に適用された事例はない。
令和３年の不登法の改正で、相続登記を、死後３年以内に申請しなければ，10万円以下の過料の制裁が課されることになった（令和６年４月１日より施行）。　実際に適用されるのは、令和９年４月１日以降だが、相続登記を懈怠したままだと、登記所から、過料の制裁をするとの通知がなされる予定である。死後３年以内だが、令和６年４月１日以前に死亡した者については、令和６年４月１日から３年以内ということで、過去に遡って、適用される。
また、令和８年４月１日から、登記申請後に、所有者の住所が移転した場合も、２年以内に変更登記を申請しないと、５万円以下の過料に処せられることになった。
補章　登記事項証明書等のサンプル
１．株式会社の現在事項全部証明書
千葉市美浜区ひび野二丁目１番地１　株式会社ＱＶＣジャバンの登記簿の写し
　　　　商号を、キュー・ヴィー・シージャパンから、ＱＶＣジャバンに変更
　　　　通常の株式会社なので、代表取締役と監査役がいる。
２．株式会社の現在事項一部証明書　
横浜市神奈川区宝町２番地　　日産自動車株式会社　の登記簿の写し
指名委員会等設置会社なので、代表取締役ではなく、代表執行役が置かれる。
３．株式会社の履歴事項全部証明書　
東京都中央区築地三丁目１６番９号　三生信用保証株式会社　の登記簿の写し
古い登記簿だが、資本金の増減が記録されている。
（２頁と３頁を、一部切り取り、圧縮した）

４．土地の登記事項証明書
　埼玉県狭山市富士見二丁目６１３２番２　の土地の登記簿の写し 
　　　　　　（３頁目は、認証文のみで省略）

　　　　　　　この土地の地図（公図）

　  登記所備付地図（公図）については、令和５年１月23日から、G空間情報センター（https://front.geospatial.jp/）を通じて、無料で公開され、地図データの加工が可能となった。ただし、データは、毎年２月に抽出されたものであり、最新のものは、登記所で入手する必要がある（１件　原則500円）。
５．普通建物の登記事項証明書
上記の土地上にある同所同番地２　家屋番号６１３２番２　の建物の登記簿の写し
　　　　　この建物の建物図面と各階平面図
登記簿に記載された住所・氏名は個人情報であるが、登記制度は、公告制度であって、一般公衆に知らしめるための制度である。よって、他人の土地の登記簿の写しを入手し、その所有者の住所・氏名を知ることは違法行為ではない（不登法119条1項、商登法10条1項）。
